
○湯河原町真鶴町衛生組合湯河原美化センター設置条例施行規則 
平成20年３月31日 

規則第３号 

改正　令和６年11月29日規則第５号 

令和７年３月11日規則第３号 

令和７年９月30日規則第13号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、湯河原町真鶴町衛生組合湯河原美化センター設置条例（平

成20年湯河原町真鶴町衛生組合条例第２号。以下「条例」という。）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（ごみの搬入） 

第２条　湯河原町真鶴町衛生組合湯河原美化センター（以下「美化センター」と

いう。）にごみを搬入しようとする者は、一般廃棄物処理申請書（別記様式）

を提出し、係員の指示に従わなければならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当する場合は、一般廃棄物処理申請書の提出を省略することができる。 

(１)　湯河原町又は真鶴町から一般廃棄物処理業の許可を受けた者 

(２)　湯河原町真鶴町衛生組合廃棄物処理手数料条例施行規則第４条で規定

する事後納入の承認を得た者 

(３)　湯河原町又は真鶴町職員が公共施設等から排出された廃棄物を搬入す

る場合。 

（搬入の拒否等） 

第３条　組合長は必要に応じて、ごみの搬入をしようとする者が持ち込んだごみ

について条例第10条第１項の受入基準を確認するための検査をすることがで

きる。 

２　前項の検査の結果、不適切な搬入があったときは、組合長は、ごみの搬入を

しようとする者に対して適正処理を指導するものとする。 

３　組合長は、ごみの搬入をしようとする者が前項の指導に従わないときは、当

該ごみの受入れを拒否することができる。 

（受入基準） 

第４条　条例第10条第１項の規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。 

(１)　搬入できる物は、湯河原町及び真鶴町で発生した一般廃棄物であること。 

(２)　搬入車両及び運搬容器は、一般廃棄物が飛散し、若しくは流出し、又は

悪臭が漏れるおそれがないものであること。 

(３)　搬入する廃棄物は、次のように分別していること。 

ア　可燃ごみ（焼却処理する物） 

イ　不燃ごみ（破砕処理する物） 

ウ　粗大ごみ（破砕処理する物） 

エ　リサイクル品（修理し、又は再生して再び利用できる物） 

オ　廃木材（破砕処理する物） 

（搬入できない廃棄物） 

第５条　条例第９条第８号の規則で定める物は、別表のとおりとする。 

（適正処理困難物の指定等） 
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第６条　組合長は、条例第９条第２号に規定する適正処理困難物のほか、美化セ

ンターがその処理を行っている一般廃棄物のうちから、美化センターの一般廃

棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正処理が困難となっている

ものを適正処理困難物として指定することができる。 

２　組合長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとす

る。 

（補則） 

第７条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附　則 

この規則は、平成20年３月31日から施行する。 

附　則（令和６年11月29日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（令和７年３月11日規則第３号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

附　則（令和７年９月30日規則第13号） 

この規則は、令和７年10月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 
 番号 搬入できない一般廃棄物
 １ 農薬類、ニッカド電池又はボタン電池、水銀その他の有害性のある物
 ２ 重量、体積等が大きく、処理に著しく支障がある物（以下「処理不適物」

という。）で次に掲げるもの 

(１)　鋼材類、岩石、コンクリート塊、鉄塊その他の処理不適物 

(２)　ワイヤーロープ、鋼線、鎖、塩ビ管等の長物その他の処理不適物
 ３ バッテリー、薬・化学薬品類その他の危険性のある物
 ４ 石油類、火薬類その他の引火性又は爆発性のある物
 ５ 著しく腐敗している物その他の悪臭を発する物
 ６ 液状の廃棄物その他の廃棄物で処理を困難にし、又は美化センターの施設、

設備等の機能に支障が生じる物
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別記様式（第２条関係） 


